
当
日
レ
ジ
メ
の
配
布
が
あ
り
、

と
の
間
で
討
論
を
行
っ
た
。

な
お
北
野
弘
久
日
本
大
学
教
授
と
石
村
耕
治
朝
日
大
学
教
授
の
レ
ジ
メ
は
資
料
と
し
て

掲
載
し
て
お
く
の
で
参
考
と
さ
れ
た
い
。

討
論
の
後
、
各
講
師
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
（
ま
と
め
要
旨
の
文
責
は
事

務
局
）

①
北
野
弘
久
日
本
大
学
教
授

．

高
度
情
報
化
社
会
に
お
い
て
、
機
械
化
を
前
提
と
し
て
納
税
者
の
権
利
は
ど
う
あ
る
べ

き
か
、
そ
し
て
税
務
行
政
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
基
本
的
な
議
論
が
必
要
で
あ
る
。

②
堀
口
国
雄
東
京
税
財
政
研
究
セ
ン
タ
ー
k
s
k
検
討
委
員
会
責
任
者

税
務
の
現
場
に
い
た
と
き
よ
り
、
広
い
視
点
で
み
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
た
。

③
石
村
耕
治
朝
日
大
学
教
授

高
度
情
報
化
社
会
に
入
っ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
中
で
イ
ン
フ
ラ
が
非
常
に
大
切
で
あ

る
。
と
く
に
税
務
行
政
と
個
人
と
の
関
係
で
、
納
税
者
の
人
権
の
保
護
が
重
要
で
あ
る
。

第 第

I

K
S
K

問
題
と
納
税
者
の
権
利

—

部

総
会
で
は
、
創
立
総
会
以
後
の

一
年
間
の
経
過
報
告
と
来
年
度
活
動
方
針
案
の
提
起
を
、

益
子
良
一
（
事
務
局
、
税
理
士
）
が
行
っ
た
。

そ
の
中
で
、
本
年
二
月
一

日
に
k
s
k
問
題
に
つ
い
て
、
石
村
耕
治
朝
日
大
学
教
授
を

講
師
と
し
て
、
「
K
S
K
、
ソ
ス
テ
ム
の
理
論
的
問
題
点
」
を
中
心
に
研
究
会
を
開
い
た
が
、

こ
の
問
題
は
、
納
税
者
の
権
利
に
重
要
な
係
わ
り
が
あ
る
の
で
、
本
日
の
第
二
部
の
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
と
の
説
明
が
な
さ
れ
た
。

ま
た
、
決
算
報
告
と
予
算
案
お
よ
び
次
期
役
員
の
提
案
を
湖
東
事
務
局
長
が
行
っ
た
。

監
査
報
告
を
経
た
後
、
決
算
及
び
予
算
案
、
ま
た
今
後
会
を
運
営
し
て
い
く
役
員
と
活

動
方
針
に
つ
い
て
承
認
さ
れ
て
、
総
会
は
、
無
事
終
了
し
た
。

部

総

去
る
四
月
二
二
日
に
東
京
・
新
宿
農
協
会
館
で
、

T
C
フ
ォ

ー
ラ
ム
の
定
期
総
会
と
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
た
。

第
一
部
総
会
の
司
会
を
、
湖
東
京
至
（
事
務
局
長
、
静
岡
大
学
教
授
）
が
、
第
二
部

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
司
会
を
、
粕
谷
晴
江
（
事
務
局
、
税
理
士
）
が
担
当
し
た
。

な
お
総
会
に
先
立
ち
開
会
の
あ
い
さ
つ
を
、
呼
び
か
け
人
を
代
表
し
て
、
大
江
志
乃
夫

前
茨
城
大
学
教
授
が
行
っ
た
。

そ
の
あ
い
さ
つ
の
中
で
、
自
分
が
行
っ
た
昭
和
五
八
年
分
の
異
議
申
立
を
引
き
合
い
に

出
し
な
が
ら
、
消
費
税
の
税
率
引
き
上
げ
の
問
題
に
も
言
及
し
て
、
我
が
国
で
、
納
税
者

の
権
利
を
保
護
す
る
た
め
に
、

T
C
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
必
要
で
あ
り
、
「
納
税
者
の
権
利
憲

章
」
（
「
納
税
者
権
利
基
本
法
」
及
び
「
税
務
行
政
手
続
法
」
）
の
制
定
が
ぜ
ひ
と
も
必
要

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
力
説
さ
れ
た
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
「
k
s
k
問
題
と
納
税
者
の
権
利
」
で
、
①
k
s
k
問
題
と
納
税

者
の
権
利
、
に
つ
い
て
北
野
弘
久
日
本
大
学
教
授
、
②
K
S
K
の
現
状
と
問
題
点
、
に
つ

い
て
堀
口
国
雄
東
京
税
財
政
研
究
セ
ン
タ
l
k
s
k
検
討
委
員
会
責
任
者
に
、
③
米
国
ー

R
S
の
機
械
化
問
題
に
つ
い
て
、
石
村
耕
治
朝
日
大
学
教
授
に
そ
れ
ぞ
れ
報
告
を
受
け
、

そ
の
報
告
に
基
づ
い
て
討
論
を
行
っ
た
。

当
日
は
、
学
者
、
弁
護
士
、
税
理
士
、
中
小
事
業
者
、
そ
し
て
業
者
団
体
や
労
働
組
合

な
ど
五
八
名
の
参
加
を
得
て
活
発
な
議
論
が
行
わ
れ
た
。

＿ 
そ
の
レ
ジ
メ
に
基
づ
い
て
報
告
を
受
け
た
の
ち
、

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

会

四
月
―
一
日
、

T
C
フ

権
利
憲
章
を
つ
く
る
会

＿ 
報

告

会
場 ヽ

オ
TCフォーラム予算 ー

自

至

1995年 4月 1日

1996年 3月 31日

（単位 円）

収 入 支 出

科 目 内 訳 金 額 科 目 内 訳 金 額

前年度繰越金 635,818 

郵便貯金 2,902 使 用 料 総会、シンポジウム各 360,000 

普通預金 l, 403,478 1回（含む講師謝礼）

手許現金 161. 638 通 信 費 電話代・葉書など 50,000 

（だだしこの内 印刷発送費 ニュース 20万円x
932,200は 4回＝800,000

本年度既収会費） パンフ封筒などの印刷

費 400,000 1,200,000 

会費収入 個人 250X5, 940 支払家賃 20, ooox 12 240,000 

=l, 485, 00 支払手数料 振込手数料 12,000 

団体 600,000 2,085,000 予 備 費 100,000 

次年度繰越金 758,818 

合 計 2,720,818 合 計 2,720,818 

ラ
ム
（
納
税
者
の

の
定
期
総
会
を
開
催
！

す

旦
召
羞
旦
｀
召
羞
号
尻
尻
氾

は章

。

g
g
g
g
g
g
g
g
g
g

と
憲

％
詞
忍
塁
開
詞
叩
三
昌
鳳
~

烹
i
i
-
二
[

1995年6月10日発行

第 4号

電
話

贔

発
行

「
納
税
者
の
権
利
憲
章
」
を
つ
く
る
会

(
T
C
フ
ォ
ー
ラ
ム
）
事
務
局

東
京
都
新
宿
区
三
栄
町
九

N
I
K
ビ
ル
ニ
階

0
三
（
三
三
五
九
）
七
五
三
〇

そ
の
た
め
に
も
行
政
を
包
囲
し
て
い
く
市
民
レ
ベ
ル
で
の

N
G
o
（
非
政
府
団
体
）
が
必

要
で
あ
ろ
う
。
と
く
に

T
C
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
よ
う
な
市
民
レ
ベ
ル
の

N
G
O
に
、
二

0
代

三
0
代
の
若
い
人
達
の
参
加
が
も
っ
と
も
っ
と
必
要
で
あ
る
。

最
後
に
運
営
委
員
を
代
表
し
て
、
村
上
晴
男
税
理
士
か
ら
、
「
高
度
情
報
化
社
会
が
現

実
に
進
行
し
て
い
る
中
で
我
々
は
ど
う
対
処
し
て
い
っ
た
ら
よ
い
の
か
。
と
く
に
、
税
務

行
政
が
強
権
的
に
行
わ
れ
て
い
る
現
実
が
あ
る
中
で
、
ど
う
対
応
し
て
い
く
の
か
理
論
を

構
築
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
高
度
情
報
化
社
会
で
納
税
者
の
権
利
を
守
る
た
め

に
、
な
に
が
必
要
か
考
え
、
こ
の
問
題
を
深
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
も
税

の
現
場
か
ら
地
域
か
ら
全
国
的
な
運
動
が
必
要
で
あ
る
。
で
き
れ
ば
秋
に
む
け
て
再
度
、
ソ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
行
い
た
い
」
と
閉
会
の
あ
い
さ
つ
を
受
け
て
、
総
会
と
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を

終
了
し
た
。

T
C
フ
ォ
ー
ラ
ム
本
年
度
の
活
動
方
針

T
C
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
「
納
税
者
の
権
利
憲
章
を
つ
く
る
会
」
）
は
会
則
に
則
り
、
我
が
国

に
お
け
る
納
税
者
（
タ
ッ
ク
ス
・
ペ
イ
ヤ
ー
）
の
権
利
確
立
・
保
護
の
た
め
「
納
税
者
の

権
利
憲
章
」
、
（
「
納
税
者
権
利
基
本
法
」
及
び
「
税
務
行
政
手
続
法
」
）
の
制
定
を
目
指
し
、

つ
ぎ
の
活
動
を
行
い
ま
す
。

一
、
ニ
ュ
ー
ス

(
T
C
フ
ォ
ー
ラ
ム
中
央
情
報
）
を
随
時
発
行
す
る
。

二
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
随
時
開
催
す
る
。

三
、
「
納
税
者
権
利
基
本
法
要
綱
案
」
、
「
税
務
行
政
手
続
法
要
綱
案
」
の
普
及
と
検
討
。

四
、
政
府
、
地
方
議
会
、
各
党
、
各
議
員
へ
の
要
請
行
動
を
行
う
。

五
、
全
国
各
地
で
の
運
動
を
推
進
す
る
。

六
、
会
員
の
拡
大
を
行
い
組
織
を
強
化
す
る
。



TCフォーラム役員名簿(1995年度）

区分 氏 名 所 屈 等

i 員

1 

石大北池 上村江 善志乃惇治夫久 京福前都茨本岡大大城大大学学大学学教教授授教授誉 、、 財憲政法学・ ・租論税法論2 
3 

埼日玉 学教名 薮授授、憲評法、論生・言家税活経財政済法学4 
暉 野峻淑弘 子5 

1 

石伊i池 村藤田 耕 勇冶清
全朝税全建経国日理総大済青連学新年士教人税授理会士、全税国連法協盟議会会長理、事税長理士、税理士

2 
3 
4 田俊〗 一運 5 
6 護士
7 理士

営 8 理士， 
岡理商大学連士教授、 税法

10 
委 11 

12 
13 

員 14 護士
15 理士
16 理士
17 

松村森 谷 修晴 一寛男
同理税経士センター

18 
19 理士

1 岩勝 田 俊圭 一
全全静税悶建国岡理青総大年連学士税教理授士連盟会長、 税理士事 2 

粕鈴湖 野東谷，木 京晴 至司
3 

務 4 
5 

田 嘉祥晶 』造
理士

局 6 
税は 理商 連士7 

芸村 ＿ 男員 8 
理理 士士， 

塁
1 

斎早 藤川 孝 豊行 税税 理士
2 経新人会

会

計

監

査

斉

藤

同

早

川

孝

TCフォーラム収支決算書

凰 日
日

l
l
 

3
 

月
月

4

3

 

年
年

4
5
 

9
9
 

9
9
 

l
l
 

（単位 円）

収 入 支 出

科 目 予算額 決算額 内 訳 科 目 予算額 決算額 内 訳

前年度繰越額 1, 081, 106 1, 081, 106 郵便預金 660,050 使 用 料 360,000 210,075 お茶の水スクウェアー 151, 935 

普手 通預金 367,067 文京区民センター 4,000 
許現金 53,989 勤労福祉会館 54,140 

会費収入・個人 1,544,400 1,097,000 1 6 2人 通 信 費 96,000 32,987 電 話 代
II ・団体 600,000 570,000 1 4団 体 印刷発送費 1,112,000 617,336 パンフ印刷費 88, 116 

ニュース印刷他費 332,578 
切手その 196,642 

パンフ売却収入 600,000 739,000 全 青 税 520,000 文 六目 費 10,000 

゜全 商 連 140,000 支払家賃 240,000 480,000 NIK ビル 2 年分(• 93. 4~95. 3) 
全建総連 76,000 支払手数料 11,719 振込手数料

受取利息 830 

次年度前受会費 932,200 3月次15日～31日に振り込まれ 借入金返済 1. 500, 000 1,500,000 立上がり資金として借入れたもの
た 年度の会費収入 返済

税第中一制野経経合理営同研事経究務所所理
500,000 
500,000 
500,000 

予次期備繰越金費
100,000 
407,506 1, 568, 018 郵便貯金 2,902 

普手 通預金 1, 403, 478 
許現金 161, 638 

（ただしこの内932,200は次年度前
受金。したがって純枠の次期繰越
金は 635,818)

合 計 3,825,506 4,420,136 合 計 3,825,506 4,420,136 

行豊

監

査

報

告

書

T
C
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
自
一
九
九
四
年
四
月
一
日
至
一
九
九
五
年
三
月
三
一
日
年
度
の

会
計
監
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
帳
票
の
保
存
・
会
計
処
理
等
す
べ
て
適
正
に
処
理
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
確
認
致
し
ま
し
た
の
で
こ
こ
に
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

一
九
九
五
年
四
月
一
三
日

(5) (4) (3) (2) (1) 

k
s
k
、
ソ
ス
テ
ム
は
実
質
的
に
は
納
税
者
・
国
民
の
権
利
義
務
に
重
大
な
影
響
を

も
つ
。

単
に
国
税
行
政
の
内
部
事
務
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
で
は
な
い
。

k
s
k
シ
ス
テ
ム
導
入
自
体
が
憲
法
十
三
条
、
三
十
一
条
の
「
法
に
よ
る
適
正
手

続」

(
d
u
e
p
r
o
c
e
s
s
 
o
f
 
l
a
w
)
に
組
み
込
ま
れ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
法
律
事
項

と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
。

k
s
k
、
ソ
ス
テ
ム
法
（
仮
称
）
の
制
定
・
整
備
が
不
可

欠゚同
法
に
お
い
て
入
力
す
る
デ
ー
タ
の
範
囲
を
具
体
的
に
明
定
。

入
力
さ
れ
た
税
務
情
報
は
他
の
目
的
に
流
用
さ
せ
な
い
。
そ
れ
を
監
視
す
る
権
利

が
納
税
者
側
に
存
在
す
る
。

納
税
者
は
自
己
情
報
を
知
る
権
利
（
ア
ク
セ
ス
）
を
有
す
る
。
ま
た
、
自
己
情
報

を
自
己
以
外
の
者
に
開
示
さ
せ
な
い
権
利
を
有
す
る
。

納
税
者
は
行
政
情
報
を
知
る
権
利
（
ア
ク
セ
ス
）
を
有
す
る
。

11

納
税
者
の
権
利
（

（
一
九
九
五
年
四
月
二
二
日

は
じ
め
に

•
K
S
K

、
ソ
ス
テ
ム
（
国
税
総
合
管
理
‘
ソ
ス
テ
ム
）

現
行
の

A
D
P
シ
ス
テ
ム
を
統
合
し
全
国
の
全
業
務
に
つ
い
て
一
元
的
な
オ
ン

ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
業
務
を
遂
行
し
よ
う
と
す
る
電
子
計
算
組
織
。

・一

九
九
五
年
一
月
か
ら
東
京
局
京
橋
署
、
川
崎
北
署
で
試
行
。
試
行
署
以
外
の
署

で
も
法
人
の
決
算
事
績
の
入
力
な
ど
を
指
導
。

・
一
九
九
五
年
―
一
月
か
ら
仙
台
局
福
島
署
、
白
河
署
で
試
行
予
定
。

•
一
九
九
六
年
―
二
月
か
ら
各
国
税
局
単
位
で
移
行
作
業
を
す
す
め
る
（
予
定
）
。

c
f
①
一
九
八
八
年

―
二
月
政
府
税
制
調
査
会
「
納
税
者
番
号
等
検
討
小
委
員

会
報
告
」

②
一
九
九
二
年
―
一
月
政
府
税
制
調
査
会
「
納
税
者
番
号
等
検
討
小
委
員

会
報
告
」

③
一
九
九
四
年
―
二
月
利
子
所
得
な
ど
の
分
離
課
税
方
式
を
存
続
さ
せ
た

ま
ま
納
税
者
番
号
制
度
の
導
入
の
意
向
（
大
蔵
省
方
針
と
し
て
各
紙
報

道）。

（
 

呼びかけ人を代表して大江志乃夫前茨城大学教授の挨拶

日

本

大

学

北

野

弘

久

教

授

「

k
s
k
問
題
と
納
税
者
の
権
利
」

T
C
フ
ォ
ー
ラ
ム
資
料
）
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(2) (1) 
111

納
税
者
の
権
利
②

(9) (8) (7) (6) 

納
税
者
は
入
力
さ
れ
た
税
務
情
報
に
つ
い
て
誤
り
等
が
あ
る
場
合
に
は
訂
正
を
求

め
る
権
利
を
有
す
る
。
ま
た
、
K
S
K
シ
ス
テ
ム
法
で
規
定
す
る
目
的
以
外
に
流

用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
差
し
止
め
等
の
権
利
を
有
す
る
。

c
f
K
S
K
シ
ス
テ
ム
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
性
格
（
石
村
耕
治
）

集
中
管
理
（
処
理
）
型
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
↓
分
散
管
理
（
処
理
）
型
テ
ー
タ

ベ
ー
ス。

納
税
者
は
k
s
k
シ
ス
テ
ム
の
運
用
に
違
法
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
場
合
に
は
、

所
定
の
第
三
者
機
関
(
K
S
K
、
ソ
ス
テ
ム
法
で
新
設
）
に
救
済
を
申
し
立
て
る
権

利
を
有
す
る
。

納
税
者
は
K
S
K
、
ソ
ス
テ
ム
の
運
用
に
よ
り
損
害
を
受
け
た
場
合
に
は
簡
単
な
手

続
で
損
害
賠
償
を
受
け
る
。

c
f
国
家
賠
償
法
の
特
例
法

，

k
s
k
、
ソ
ス
テ
ム
導
入
に
伴
い
、
税
務
職
員
の
守
秘
義
務
規
定
を
見
直
す
。
ま
た
、

k
s
k
、ソ
ス
テ
ム
に
配
慮
し
た
税
務
職
員
の
服
務
の
あ
り
方
を
見
直
す
（
税
務
職

員
の
労
働
基
本
権
の
新
構
築
）

c
f
K
S
K
シ
ス
テ
ム
の
運
用
に
係
る
罰
則
規
定
の
整
備
（
行
政
側
の
罰
則
を

含
む
）
。

入
力
さ
れ
る
情
報
の
収
集
過
程
自
体
が
「
法
に
よ
る
適
正
手
続
（
憲
法
十
三
条
、

三
十
一
条
）
の
も
と
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
T
C
フ
ォ
ー

ラ
ム
が
推
進
し
て
い
る
「
納
税
者
権
利
基
本
法
」
、
「
税
務
行
政
手
続
法
」
な
ど
の

整
備
が
不
可
欠
。
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
納
税
者
を
含
む
全
納
税
者
に
関
す
る
「
実
体
的

適
正
」
お
よ
び
「
手
続
的
適
正
」
の
双
方
を
含
む
「
適
正
手
続
」
の
法
体
制
の

整
備
・
確
立
が
不
可
欠
の
前
提
と
な
る
。

c
f
①
北
野
弘
久
「
租
税
手
続
の
改
革
と
納
税
者
基
本
権
」
租
税
法
研
究
二
十

二
号
（
有
斐
閣
）
。

②
「
行
政
手
続
法
」
(
-
九
九
三
年
法
律
八
八
号
）
は
一
九
九
四
年
一
0

月
一
日
か
ら
施
行
。

k
s
k
シ
ス
テ
ム
を
ふ
ま
え
た
「
個
人
情
報
保
護
法
」
、
「
情
報
公
開
法
」
の
整
備

が
不
可
欠
。
こ
の
分
野
の
整
備
も
「
法
に
よ
る
適
正
手
続
」
の
一
環
を
構
成
す
る
。

c
f
①
「
行
政
手
続
法
」
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
「
税
務
特
有
の
法
」
と
し

て
整
備
す
る
こ
と
も
要
検
討
。
さ
し
あ
た
り
k
s
k
‘
ソ
ス
テ
ム
法
に
組

み
込
む
。

②
現
行
の
「
個
人
情
報
保
護
法
」
(
-
九
八
八
年
法
律
九
五
号
）
は
不
完

全
・
不
備
。

租
税
の
賦
課
・
徴
収
事
務
に
は
実
質
的
に
不
適
用
。

む
す
び
に
か
え
て

(3) 
3

課
税
庁
保
有
情
報
の
開
示
制
度

①

税
務
行
政
情
報
、
納
税
者
情
報

②

開

示
請
求
と
準
拠
法
の
選
択

固

情

報

公
開
法

⑮

内

国

歳
入
法
典

（六
一

0
三
条
、
六
一

囮

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
法

4
S
S
N
の
国
民
背
番
号
化
と
問
題
点

田

I
R

S
に
よ
る
民
間
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
ヘ
の
ア
ク
セ
ス
の
拡
大

②

デ

ー
タ
照
合
の
拡
大

ー
納
税
者
情
報
の
目
的
外
利
用
の
拡
大

納
税
者
情
報
の
政
治
的
濫
用

(3) 

三 入（／）〕
財 務 省

番
号
化
社
会
と
人
権
の
保
護

電
子
申
告

(
e
lec
tr
ic
filing
)
 

ー
申
告
書
不
要
制
度
(
R
e
tu
rnー

free
T
ax
 Sy
stem) 

中央コ ンピュータ センタ ー

〔National Computer Center〕
(1) 

デー タセンタ ー

〔DataCenter〕
(1) 

は
じ
め
に

ア
メ
リ
カ
の
納
税
者
番
号
制

(T
I
N
I
I
S
S
N
、
E
I
N
)
は
、
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
の

下
で
一

九
六
一
年
に
導
入
さ
れ
た。

こ
れ
に
前
後
す
る
形
で
課
税
庁
保
有
情
報

（税
務
行

政
情
報
、
納
税
者
情
報
）
の
自
動
処
理

(
A
D
P
=
Automatic

Data 
P
rocessing
)
 

シ
ス
テ
ム
が
稼
働
し
た。

.

課
税
庁

(I
R
S
)
は
、
A
D
P
に
連
結
す
る
様
々
な
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
、
ま

す
ま
す
高
度
情
報
化
し
て
き
て
い
る
。
課
税
庁
の
高
度
情
報
化
に
は
様
々
な
メ
リ

ッ
ト
や

デ
ィ
メ
リ
ッ
ト
が
伴
う
。
以
下
に
お
い
て
は
、
シ
ス
テ
ム
の
実
態
及
び
問
題
点
に
つ
い
て

検
討
し
て
み
る
。

L

連
邦
課
税
庁
(
—
R
S

)
の
組
織

2
_
R
S
の
ハ
イ
テ
ク
化
の
現
状

m
自
動
調
査
シ

ス
テ
ム
(
A
E

s
)

②

自

動

徴
収
‘ソ

ス
テ
ム
(
A
C

S
)

歳入局〔 RegionalOffice〕
(7) 朝

日
大
学
教
授

1
0
条）

サービスセンター

〔Service Center〕

税務署 〔DistrictOffice〕
(63) 

＊ ←→命令系統、 （ 

-—← 情報の流通

）は、その数

石

村

耕

治

ー

R
S
の
A
D
P
シ
ス
テ
ム
の
実
態
と
問
題
点
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